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― 計画の推進体制 ― 心のユニバーサルデザイン
― 人にやさしいまちづくりへの大事な一歩 ―

※ 詳しくは６ページ

「心のユニバーサルデザイン」の推進

市・市民・事業者の協力

　誰もが安全・安心で快適に暮らせるまちをつくるためには、すべての人の理解と協力、努力が必要不
可欠です。その根本にあるのは、すべての人の心・意識であり、無意識のものも含め、偏見や差別をな
くすこと、すなわち「心のユニバーサルデザイン」です。

　人は生まれてから亡くなるまで、赤ちゃん、学生、労働者、高齢者など人生の各段階を過ごします。
時には病気にかかってしまったり、体が不自由になってしまったりする可能性もあります。

　すべての人が、自分以外の人に対しても、将来の自分、過去の自分、誰にでも起こり得るという意識
で接することができれば、自然に意識上の障壁は取り払われ、人が人にやさしいまち、本当の「人にや
さしいまち」が実現するでしょう。

　上越市では、心のユニバーサルデザインを含む人にやさしいまちづくりの精神とその必要性を積極的
な啓発活動を通じ、市・市民・事業者に浸透させるとともに、それぞれが心のユニバーサルデザインを
実践することにより、誰もが安全・安心で快適に暮らせるまちを目指します。

　わたしたち一人ひとりがいろいろな人の立場になって、思いやる・譲り合う・
助け合う・心がけることが、「心のユニバーサルデザイン」です。
　困っている人を見かけたら、声をかけてみましょう。子どもから大人まで、誰
もがすぐに始めることができ、これが人にやさしいまちづくりへの大事な一歩と
なります。

　人にやさしいまちづくりは、市だけ、あるいは市民や事業者だけの努力で実現するものではありませ
ん。市・市民・事業者が様々な場面で互いに協力しながら人にやさしいまちづくりを推進します。

何かお手伝い
できることは
ありますか？

こちら
どうぞ

持ちましょう

人にやさしい
まちづくりの原動力として

人にやさしい
まちづくりの協力団体として

①基本的かつ総合的な施策の策定、実施
②市・市民・事業者の連携への支援
③市民・事業者への支援

①事業活動における配慮
②施設等の利用の妨げの禁止
③市の施策への協力

① 人にやさしいまちづくりへの
理解と実践

②施設等の利用の妨げの禁止
③市の施策への協力 市民市民

市市

事業者事業者

〈思いやり〉

〈助け合い〉

〈譲り合い〉

〈心がけ〉
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― 推進計画の概要 ―
　上越市では、平成11年３月に「上越市ひとにやさしいまちづくり条例」を制定し、性別
や年齢、障害の有無、国籍などに関わらず、誰もがともに支え合い、助け合いながら、意
識上の障壁を含む、あらゆる障壁のないまちづくりに取り組むこととしています。

障壁とはどんなもの？

　社会における障壁には「意識上の障壁」「制度的障壁」「文化・情報面での障壁」「物理的
障壁」があります。

意識上の障壁
偏見や差別、憐れみや同情による心の障壁

文化・情報面での障壁
情報の共有を妨げる障壁

制度的障壁
すべての人の参加を阻む障壁

物理的障壁
移動や利用する際の大きな障壁

心ない言葉や相手の尊厳を傷つける行為、無関心など

音声案内や、わかりやすいサイン表示がないなど

制度の不備や古くからの慣習、性別による給料等の格差など

階段や歩道・出入口の段差など

　社会におけるこのような障壁を取り除き、「高齢者や障害のある人、子ども、妊産婦、外
国人など日常生活や社会生活を営む上で何らかの配慮を必要とする人が安全・安心で快適
に暮らせること」に重点を置き、それが「誰もが安全・安心で快適に暮らせるまちにつな
がる」という考えの下、その実現に向け施策を推進していきます。

誰
も
が
安
全
・
安
心
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

あ
ら
ゆ
る
障
壁
の
な
い
ま
ち
づ
く
り

目指すべき
人にやさしいまちの姿 基本的な考え方 基 本 方 針 基 本 目 標 施 策 の 方 向

誰もが互いを尊重し理解し合える
まちの実現を目指します。

誰もが個々の力を発揮できるよう
学べるまち、生涯を通じて学べる
まちを目指します。

誰もが個々の能力を生かしなが
ら、生きがいをもって働けるまち
を目指します。

誰もが生涯を通じて、すこやかに
暮らせるまちを目指します。

共に支え合うための自主的な活動
が促進されるまちを目指します。

誰もが災害や犯罪などに備え、安
全・安心に暮らせるまちを目指し
ます。

公共空間や居住空間において、誰も
が利用しやすく、住みやすく、安全
に生活できるまちを目指します。

誰もが安全かつ快適に生活交通を
利用し、社会参加できるまちを目
指します。

（1） 人にやさしいまちづくりの考え方を理解し認め合うための広報や教育・学習を推進し
ます。また、日常生活の中で起きた困りごとについての相談窓口や支援体制を整えます。

　　 ①人にやさしいまちづくりの普及啓発
　　 ②相談・支援体制の充実

（1） 児童・生徒のニーズに応じた支援を推進するとともに、市民の生涯を通じた多様な学
習・スポーツ機会の拡充を推進します。

　　 ①自立・共生を目指す学校教育環境の充実
　　 ②市民の多様な学習・スポーツ機会の充実

（1） 誰もが生きがいをもって自分らしく暮らせるよう、雇用機会の確保と職業能力の向上
を図ります。

　　 ①雇用機会の創出
　　 ②職業能力や人材の育成

（1） 誰もが健康な生活を送るための健診の推進や保健指導の充実を図ります。
　　 ①健診・保健指導等の推進

（2） 誰もが安心して適切な医療が受けられるよう医療体制の充実を図ります。
　　 ①地域医療体制の充実

（3） 誰もがすこやかに安心して暮らせるよう各種支援を推進します。
　　 ①高齢者福祉の推進
　　 ②障害者福祉の推進
　　 ③子育て・療育支援の充実

（1） ボランティア参加、地域活動、市民活動への支援を推進し、人と人のつながりを育む
活動の充実を図ります。

　　 ①ボランティア活動や地域での支え合い活動のための環境づくり

（1） 防災に関する情報提供や避難時に必要な施策、自助・共助による防災体制の整備を推
進します。

　　 ①防災対策や避難支援体制の充実
　　 ②自主防災活動の推進

（2） 防犯に関する情報提供や注意喚起、地域ぐるみの防犯活動を推進します。
　　 ①防犯対策の充実

（3）冬期間の安全な通行空間の確保と除雪に必要な施策を推進します。
　　 ①除雪対策の充実

（1） 誰もが安全かつ快適に利用できるよう施設整備を推進します。
　　 ①公共施設におけるユニバーサルデザインの推進
　　 ②民間施設におけるユニバーサルデザインの推進
　　 ③誰もが暮らしやすい居住環境の整備

（1） 誰もが安心して移動できるよう地域公共交通の維持・確保に取り組みます。
　　 ①地域公共交通の利便性の向上

（2） 誰もが安全かつ快適に移動できるよう歩道・道路整備を推進します。
　　 ①安全・安心な歩道・道路の整備

～ 取り除くべき障壁 ～

意識上の障壁

制度的障壁

文化・情報面での障壁

物理的障壁

1  誰もが理解し合えるまちづくり

2  誰もが学べるまちづくり

3  誰もが働けるまちづくり

4  誰もが健康に暮らせるまちづくり

5  誰もが互いに支え合うまちづくり

6  誰もが安心して暮らせるまちづくり

7  誰もが快適に暮らせるまちづくり

8  誰もが移動しやすいまちづくり

計画の施策体系

　目指すべき人にやさしいまちの姿、基本的な考え方をもとに８つの基本方針を設定し、これらの方針に沿って基本目標及び施策の方向を定めています。

スーツ？制服？
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― 計画の推進体制 ― 心のユニバーサルデザイン
― 人にやさしいまちづくりへの大事な一歩 ―

※ 詳しくは６ページ

「心のユニバーサルデザイン」の推進

市・市民・事業者の協力

　誰もが安全・安心で快適に暮らせるまちをつくるためには、すべての人の理解と協力、努力が必要不
可欠です。その根本にあるのは、すべての人の心・意識であり、無意識のものも含め、偏見や差別をな
くすこと、すなわち「心のユニバーサルデザイン」です。

　人は生まれてから亡くなるまで、赤ちゃん、学生、労働者、高齢者など人生の各段階を過ごします。
時には病気にかかってしまったり、体が不自由になってしまったりする可能性もあります。

　すべての人が、自分以外の人に対しても、将来の自分、過去の自分、誰にでも起こり得るという意識
で接することができれば、自然に意識上の障壁は取り払われ、人が人にやさしいまち、本当の「人にや
さしいまち」が実現するでしょう。

　上越市では、心のユニバーサルデザインを含む人にやさしいまちづくりの精神とその必要性を積極的
な啓発活動を通じ、市・市民・事業者に浸透させるとともに、それぞれが心のユニバーサルデザインを
実践することにより、誰もが安全・安心で快適に暮らせるまちを目指します。

　わたしたち一人ひとりがいろいろな人の立場になって、思いやる・譲り合う・
助け合う・心がけることが、「心のユニバーサルデザイン」です。
　困っている人を見かけたら、声をかけてみましょう。子どもから大人まで、誰
もがすぐに始めることができ、これが人にやさしいまちづくりへの大事な一歩と
なります。

　人にやさしいまちづくりは、市だけ、あるいは市民や事業者だけの努力で実現するものではありませ
ん。市・市民・事業者が様々な場面で互いに協力しながら人にやさしいまちづくりを推進します。

何かお手伝い
できることは
ありますか？

こちら
どうぞ

持ちましょう

人にやさしい
まちづくりの原動力として

人にやさしい
まちづくりの協力団体として

①基本的かつ総合的な施策の策定、実施
②市・市民・事業者の連携への支援
③市民・事業者への支援

①事業活動における配慮
②施設等の利用の妨げの禁止
③市の施策への協力

① 人にやさしいまちづくりへの
理解と実践
②施設等の利用の妨げの禁止
③市の施策への協力 市民市民

市市

事業者事業者

〈思いやり〉

〈助け合い〉

〈譲り合い〉

〈心がけ〉
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